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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の基板と、
　前記第一の基板上に形成された第一の電極と、
　第二の電極と、
　前記第一の電極と前記第二の電極との間に配置される発光層と、
　前記第二の電極上に形成された光学薄膜と、
　前記光学薄膜上に形成された第二の基板とを有する発光素子において、
　前記光学薄膜は誘電体材料を母材とし、
　前記光学薄膜は空隙を含有しており、
　前記空隙の大きさは５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の範囲であり、
　前記光学薄膜の膜厚方向における前記第一の基板と前記第一の電極の間の第一の界面か
ら前記光学薄膜と前記第二の基板の間の第二の界面に向かって、または前記第二の界面か
ら前記第一の界面に向かって前記空隙の割合が大きくなり、
　前記光学薄膜の膜厚方向において、前記光学薄膜の屈折率の変化が変わる部分が存在す
ることを特徴とする発光素子。
【請求項２】
　前記光学薄膜は、アルコールを含有することを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項３】
　前記光学薄膜の膜厚方向における前記第一の界面から前記第二の界面に向かって、前記
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空隙の長軸長さが増大していることを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項４】
　前記空隙の長軸は、前記第二の界面に対して平行な方向であることを特徴とする請求項
３記載の発光素子。
【請求項５】
　前記光学薄膜の表面抵抗率が１０１０Ω／ｃｍ２以上１０１１Ω／ｃｍ２以下であるこ
とを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項６】
　前記空隙の長軸の大きさが５ｎｍ以上２００ｎｍ以下の範囲であることを特徴とする請
求項１記載の発光素子。
【請求項７】
　前記光学薄膜の膜厚は、前記光学薄膜を通過する可視光波長のピークの半分以下である
ことを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項８】
　前記光学薄膜は複数層積層されており、
　かつ積層された各前記光学薄膜の膜厚が１０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の範囲内であるこ
とを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項９】
　前記発光素子の構成材料が有機低分子材料或いは有機高分子材料である有機材料により
構成され、
　かつエレクトロルミネセンス光が発せられる発光層の光取り出し面方向に前記光学薄膜
を積層してあることを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記第一の電極若しくは第二の電極は透明電極であり、
　かつ前記光学薄膜に接して配置されていることを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項１１】
　可視光波長域において透明な封止板が前記透明電極に接して配置されていることを特徴
とする請求項１記載の発光素子。
【請求項１２】
　前記封止板は前記光学薄膜を単層又は多層に積層して設けてあることを特徴とする請求
項９記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記光学薄膜は、金属酸化物であるＳｉＯ２又はＡｌ２Ｏ３又はＴｉＯ２或いは金属窒
化物であるＳｉＮ又はＡｌＮを母材とすることを特徴とする請求項１記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記光学薄膜を光取り出し方向に配置したことを特徴とする請求項１記載の発光素子を
用いた発光ディスプレイ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　自発光の素子を搭載した薄膜ディスプレイでは、有機分子材料によるエレクトロルミネ
センス（ＥＬ）発光を利用した有機ＥＬ発光素子が実用上期待されている。しかしながら
、現在有機ＥＬ発光素子においては、従来光取り出し効率が２０％以下と小さいため、光
取り出しの具体的な向上策が必要である。そこで以下に示す引例のように、有機ＥＬ発光
素子の光取り出し効率を改善するために、サブミクロンやナノメータオーダの微細構造の
適用が報告されている。
【０００２】
　例えば、公知例として特許文献１と２では、有機ＥＬ素子において３－１０ｎｍ厚みの
シリカ粒子と１０－５０ｎｍオーダの多孔質を含んだエアロゲルを作製導入しており、基
板と発光層の間に設けることにより、フォトルミネセンス発光強度の約２倍向上、電流効
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率が約１.６ 倍になることが示されている。別の公知例では非特許文献１においては、薄
膜トランジスタ基板と透明電極の間にエアロゲルを導入し、電流効率が約６０％改善でき
た結果について述べている。
【０００３】
　他の公知例の非特許文献２では、有機ＥＬ素子において、ガラス基板上で透明電極の下
部にあたる領域に、シリコン窒化膜ＳｉＮを設け、ガラス基板とＳｉＮ膜の境界に深さ
７０－４００ｎｍで２００－９００ｎｍ周期のパターンを設けたフォトニック結晶をベー
スとして、光取り出し効率の改善を試みている。その結果、パターン溝の深さを深くする
ことにより光取り出し効率が向上でき、光り取り出しを５０％増大できることが示されて
いる。
【０００４】
【特許文献１】筒井　哲夫他，特開平２００１－２０２８２７号公報
【特許文献２】山木　健之他，特開平２００３－２０１４４３号公報
【非特許文献１】横川　弘、有機分子・バイオエレクトロニクス分科会第９回講習会２０
０１
【非特許文献２】Yong-Jae Lee, et al. Appl.Phys.Lett, 82, 3779(2003).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来発光素子では、発光層からの出射光が光取り出し面の全反射角に制約され反射光や
導波光になってしまうため、外部に取り出せる光の割合が低いという課題を有している。
外部に光を取り出す効率を改善するために、上記公知例のように、有機ＥＬ素子ではサブ
ミクロンやナノメータオーダの微細構造が検討されているが、未だ十分な効果が得られて
いるとは言い難い状況である。さらに引例に示される技術では、特殊な工程や複雑で精密
な制御技術が必要であり、屈折率値や回折強度及び散乱強度を安定に得ることは難しく、
光取り出し面での発光強度の安定性や制御性については改善する必要がある。特に、製品
技術として見た場合は、生産性でスループットの低い状況であるので、改善の余地が大き
いと考えられる。
【０００６】
　本発明では、新規な技術に基づいて、高効率で安定制御性に優れた光取り出しと、非常
に簡便で製品技術に適用できる光学薄膜を考案作製し、その機能性や特徴を活用すること
によって上記課題の解決を試みた。本発明では、市販で得られる出発原料から簡便に形成
できる低屈折率光学薄膜を構成し、有機ＥＬ発光素子の光取り出し効率を改善すると共に
、それに伴って発光効率の増大や動作電流及び消費電力の低減を図ることによって、素子
の性能向上を図ることを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明において導入した低屈折率の光学薄膜を説明し、有機ＥＬ発光素子の光取り出し
効率を向上させ、電流効率の増大や動作電流及び消費電力の低減を図った内容について述
べる。
【０００８】
　本発明において導入した光学薄膜について説明する。図１（ａ）は、ガラス基板上に本
発明に導入した光学薄膜の概略断面図を描写してあり、図１（ｂ）は実際に光学薄膜の断
面構造を走査透過型電子顕微鏡により観察した写真を示す。本発明に用いた光学薄膜は、
シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として膜を作製する手法に
より形成した。図１（ａ）（ｂ）に示すように、母材が誘電体材料であり、その中にナノ
メータサイズの空隙を含有し、膜厚がナノメータオーダに制御できる光学薄膜を本発明の
手法により形成できることを見出した。該当するナノメータサイズの空隙は、表面に向か
って上方向に徐々に空隙の割合が増大し、かつ上方向で表面に近いほど空隙の大きさが増
大していることが判明した。また、電子顕微鏡観察において空隙の中を選択的に元素分析
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すると、ナノメータサイズの空隙中では、アルコール成分を示す炭素Ｃ，酸素Ｏ，水素Ｈ
が検出され、空隙以外の領域では、シリカＳｉＯ2 を示すシリコンＳｉと酸素Ｏのみが観
測された。
【０００９】
　膜全体としての平均的な屈折率は、膜厚，空隙の割合や大きさの制御により、母材であ
る誘電体材料がもつ屈折率より低い値に設定することが可能である。平均的な屈折率は、
シリカ単体の場合よりも低い屈折率であることは光学的に分析評価して判明しており、膜
の作製条件により、平均的な屈折率は１.０９からシリカ単体の１.５まで変化させること
が可能である。一例として、光学薄膜のある作製条件の場合において、屈折率と膜厚の関
係を図２に示す。評価した膜の屈折率と膜厚のデータは、エリプソメトリー法により測定
した結果に基づくものである。空隙を含まないように作製すると、シリカ単体となりその
屈折率は１.５ であった。これに対し、ナノメータサイズの空隙を含有させ、膜厚を制御
すると、膜厚と共に屈折率を低下できることが判った。しかしながら、ある一定の膜厚よ
り薄くしても、屈折率は大きく低下せず膜厚にあまり依存しなくなる傾向にあることも判
明した。図２の作製条件では、膜厚が１４０－１５０ｎｍを境界にして、屈折率の変化が
小さくなっていることが見出される。これは、この膜厚を境にして、膜全体に空隙が含ま
れるようになり、空隙の占有割合があまり変化しなくなることによって、屈折率の大きさ
が決まってしまうためであると考えられる。図２では、膜厚１４０ｎｍ以下では、膜厚に
あまり依存せず屈折率がほぼ一定の１.２２－１.２６の範囲に制御できるようになってい
る。このことは、光学薄膜の屈折率を制御する上では、重要な制御条件となっている。
【００１０】
　さらに、上記空隙の分布を電子顕微鏡写真において詳細に判定すると、表面に近い上部
領域に向かって空隙の割合が大きく空隙のサイズが大きくなる傾向にある。このことは、
膜厚により膜全体の平均的な屈折率が決まるとしても、膜厚方向には屈折率が低くなって
いく分布を形成できることが特徴であることを示す。即ち、膜厚方向に滑らかな屈折率分
布を持たせることができ、膜の作製条件により、膜厚，空隙の割合や大きさを制御するこ
とにより、屈折率分布を制御できることを示している。光学薄膜の膜厚方向で屈折率分布
が滑らかに形成できることは、光が通過するときに、反射を大きく受ける界面がなく透過
率を大きく減衰させずに光が透過できることを意味する。このため、本発明の光学薄膜の
ように、空隙の占有する割合が膜厚方向に徐々に変化して表面に向かって空隙の割合が増
大していることは、滑らかに屈折率分布を形成し、屈折率を表面に向かって徐々に小さく
させ同時に表面近傍で散乱光強度を大きく生じさせる上で重要な効果を持つ。さらに、ガ
ラス基板上に本発明の光学薄膜を形成したとき、空隙のほとんど無い領域がガラス基板と
の界面になるので、ガラス基板との界面で屈折率差を小さく抑え、反射による損失を最小
限に抑制する効果がある。
【００１１】
　また電子顕微鏡観察写真の結果が示すように、光学薄膜における空隙の形状や大きさは
様々であり、球状から扁平な楕円状などの形状がランダムに存在することが特徴である。
空隙の大きさについては、おおよそ５０－４００ｎｍの範囲であり、可視光波長４００－
７００ｎｍのうち青紫色波長と同程度からそれよりも短い波長に相当する、可視光波長程
度以下である特徴を有していることが判った。この大きさの空隙を可視光が通過する場合
には、光の波長と同程度の大きさの物体に光が当たったときに生じる散乱光、即ちＭｉｅ
散乱光を活用できることが特徴となる。本発明で導入する光学薄膜では、空隙の大きさを
制御して、通過する光の散乱光がＭｉｅ散乱となる条件を積極的に活用できるように設定
することが本発明の素子構成の特徴となる。
【００１２】
　本発明の素子構成では、有機ＥＬ発光素子の発光層からの出射光をできるだけ外部へ取
り出す効率を向上させるのが目的であるので、外部へ光を取り出すためには、光取り出し
面に対する入射角を全反射角よりも小さくする必要がある。古典光学では通常の光の屈折
により全反射角か或いはそれよりも大きい角度となる場合で外部に取り出せない光の成分
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でも、上記光学薄膜の空隙における散乱光を利用すれば、光取り出し面に入射する角度を
小さくでき外部へ取り出せる光の成分を増大させることができる。またＭｉｅ散乱光の分
布形状は、物体に照射した後、放射状に大きく伸びる強度分布が特徴であるので、波長よ
りも微小な物体に衝突したときの散乱光、即ちRayleigh散乱光の球状となる強度分布より
も、外部へ取り出すときには有利に働くものと考えられる。
【００１３】
　ここで、入射光が物体に照射されたとき、Ｍｉｅ散乱において大きく反射や損失をでき
るだけ受けないように考える必要がある。反射や減衰を伴うことをできるだけ避け、散乱
光強度が強く得られるようにするには、散乱の分布に対して波長程度に近い物体の大きさ
が必要としても、適度な大きさの範囲がある。光の反射や減衰を避けるには、物体の大き
さが光の波長程度より小さい方が望ましい。光の反射や減衰を大きく受けないため、目安
として波長の１／２程度までを考慮すると、Ｍｉｅ散乱光を有効に活用できるのは
Rayleigh散乱との境界となる５０ｎｍから入射光の半分の波長まで程度となる。これによ
ると、本発明の光学薄膜に導入するナノメータサイズの空隙の大きさは、可視光波長程度
を対象とするとき、５０ｎｍから２００ｎｍ程度に制御することが望ましいことになる。
【００１４】
　次に、発光素子における光取り出しに関して、光散乱を利用することの有意性を説明す
る。まず図３（ａ）において、光取り出し面をガラス基板４として見ると、ガラス基板と
空気の屈折率それぞれｎglass，１.０であるとすると、光取り出し面では臨界角θc が
θc＝sin-1(１／ｎglass) で求まり、これ以上の入射角となる光は外部へ取り出せなくな
る。このため、光取り出し面における臨界角で外部への光取り出しが制限されることにな
る。光取り出し面において臨界角となる光線で見ていくと、立体角から計算される光取り
出し効率を計算することができる。即ち、光取り出し面で臨界角となる場合の光線におい
て、低屈折率層である光学薄膜５と透明電極６を通して、有機層７の発光点に到達したと
き、発光点での出射角θstを用いると、立体角は２π(１－cosθst) となるので、光取り
出し効率ηextはηext＝１－cosθst で表される。この光取り出し効率は、低屈折率の光
学薄膜５があっても、古典光学では屈折率だけで膜における光線の屈折が決まるので、変
化しないことになる。
【００１５】
　これに対して、図３に示すような本発明の光学薄膜５は低屈折率層であるだけではなく
、可視光波長程度以下のナノメータサイズの空隙を有するため、上記のＭｉｅ散乱光とし
て上部へ取り出すことが可能となる。図３に示す光学薄膜５の空隙領域は、ガラス基板の
光取り出し面で規定される入射角よりも大きな角度で入射する光を散乱光として、入射角
度を変化させることになる。このため、散乱光の一部分が光取り出し面で臨界角より小さ
い入射角を有する光の成分として外部に取り出せる。この際、光取り出し効率は、光学薄
膜５の空隙領域で散乱光にして光取り出しを向上させることができるので、光取り出しの
ための有効な立体角を広げることになる。このことは、光取り出しに寄与する立体角θst

が大きくできることを示し、光取り出し効率１－cosθst を増大できる。上記により、本
発明のナノメータサイズの空隙を有する光学薄膜を導入することによって、光取り出し効
率を改善できることを示すことが説明できる。
【００１６】
　本発明で導入する光学薄膜は、膜厚がナノメータオーダのものであるが、複数層繰り返
して積層することにより、ミクロンオーダの厚膜も構成できる。図３（ｂ）に示すように
、光学薄膜５を繰り返し積層し厚膜とすることにより、空隙領域も厚くできるので、全体
で屈折率を制御したり、低屈折率層の膜厚を用途に応じて設定したりすることも可能であ
る。また散乱光を利用する領域を長く設定する必要がある場合に適用対応できる。このた
め、必要に応じて、本発明の光学薄膜を仕様に応じて設計でき、所望の屈折率と膜厚に設
定し制御できる汎用性の高い有効な膜であるということができる。
【００１７】
　以上により、本発明の光学薄膜を積層した発光素子では、ナノメータサイズの空隙にお
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ける可視光波長程度の光に対してＭｉｅ散乱光を利用することにより、光取り出し効率を
改善できる特徴を有している。光取り出し効率を向上できると、それに応じて、より少な
い注入電流及び印加電圧で高い発光輝度を得ることにつながる。図４，図５及び図６では
、光取り出し効率に依存した、発光輝度電流特性と動作電流及び消費電力を定量的に計算
によって見積もった結果を示す。図４の結果では、通常有機ＥＬ発光素子では光取り出し
効率が約２０％であることを基準として、そこからどれだけ光取り出し効率が改善できる
と、発光輝度電流特性が向上できるかを示している。通常の光取り出し効率２０％から２
倍の４０％、３倍の６０％へ改善できるとすると、素子に対して同じ注入電流でもそれぞ
れ発光輝度は２倍，３倍になることを示している。また図５に示した注入電流との関係で
は、同じ発光輝度で見た場合、光取り出し効率を２０％から２倍の４０％、３倍の６０％
へ改善すると、それぞれ動作電流は１／２，１／３に低減できることを示し、図６に示し
た消費電力との関係では、光取り出し効率を２０％から２倍の４０％、３倍の６０％へ改
善すると、それぞれ消費電力は約１／３，約１／４へ低減できることを計算により明らか
にした。これにより、光取り出し効率の改善は、光学的に発光輝度や発光効率の向上だけ
ではなく、電気的にも素子の動作電流や消費電力の低減、さらにはディスプレイ表示装置
全体の低消費電力動作に貢献する。
【００１８】
　さらに本発明で示す光学薄膜は、表面から水分を吸収する吸湿性が高いため、有機ＥＬ
発光素子を封止した雰囲気中の水分をゲッタリングする機能を有する膜である。その上に
、通常絶縁膜では表面抵抗率が１０15－１０16Ω／cm2 の高い値であるために、吸収した
イオン性のある分子の電荷が局在化しやすく、吸収できるイオン濃度も領域において飽和
に到りやすい傾向にあったが、他方、本発明での光学薄膜は表面抵抗率が１０10－１０11

Ω／cm2 と低い値であるため、帯電防止性が高いことが判明した。このため、局所的な電
荷が蓄積せず、また吸着したイオン性分子が局在せずイオン濃度も飽和レベルが高いこと
が特徴である。以上により、本発明での光学薄膜は、水分等に影響され変質しやすい有機
膜や電極の劣化を抑制する効果があり、耐環境性に優れた膜であるということができ、素
子の信頼性を確保するために重要な役割を果たす。
【００１９】
　上記に基づいて、高効率で長期安定動作が可能な信頼性の高い発光素子とディスプレイ
表示装置が実現可能となる。
【００２０】
　課題を解決するための手段としては以下のものがある。
【００２１】
　まず、基板と、第一の電極と、第二の電極と、該第一の電極と該第二の電極間に配置さ
れる発光層と、光学薄膜とを有する発光素子において、前記光学薄膜は誘電体材料を母材
とし、かつ空隙を含有しており、前記光学薄膜における前記空隙の占める割合が前記光学
薄膜の膜厚方向に変化していることを特徴とする発光素子である。ここで、第一の電極，
第二の電極とは、発光層を挟む一対の電極のそれぞれを第一，第二と示したものである。
【００２２】
　また、他の手段として、上記光学薄膜が膜厚方向に屈折率分布が形成されているものや
、空隙の長軸の大きさが光学薄膜の膜厚方向に変化しており、光学薄膜の光取り出し面に
向かって長軸の大きさが増大しているものである。ここで、光取り出し面とは、発光層か
ら放出された光が外部へ取り出される面、つまり発光素子の最上面と外界の空気が接する
面を意味している。また空隙の長軸の大きさとは、空隙の直径の最大値近傍を意味する。
【００２３】
　また、他の手段として、上記光学薄膜は表面抵抗率が１０10Ω／cm2以上１０11Ω／cm2

以下であるものである。
【００２４】
　また、上記空隙の直径が５ｎｍ以上７００ｎｍ以下の範囲であり、その空隙に前記発光
層からの出射光が当たったときに生じるＭｉｅ散乱に基づく散乱光を、素子外部に取り出
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す構成を有しているものである。
【００２５】
　また、上記光学薄膜の膜厚は、該膜を通過する可視光波長のピークの半分以下であるこ
とを特徴とするものである。
【００２６】
　また、上記光学薄膜が複数層積層されており、かつ積層された各光学薄膜の膜厚が１０
ｎｍ以上７００ｎｍ以下の範囲内であることを特徴とするものである。
【００２７】
　また、上記発光素子の構成材料が有機低分子材料或いは有機高分子材料である有機材料
により構成され、かつエレクトロルミネセンス光が発せられる発光層の光取り出し面方向
に光学薄膜を積層してあることを特徴とするものである。
【００２８】
　また、上記の第一の電極若しくは第二の電極は透明電極であり、かつ光学薄膜に接して
配置されていることを特徴とするものである。
【００２９】
　また、可視光波長域において透明な封止板が上記透明電極に接して配置されていること
を特徴とするものである。
【００３０】
　また、上記封止板は光学薄膜を単層又は多層に積層して設けてあることを特徴とするも
のである。
【００３１】
　また、上記光学薄膜は、金属酸化物であるＳｉＯ2又はＡｌ2Ｏ3又はＴｉＯ2或いは金属
窒化物であるＳｉＮ又はＡｌＮを母材とすることを特徴とするものである。
【００３２】
　また、光学薄膜を光取り出し方向に配置したことを特徴とする上記発光素子を用いた発
光ディスプレイ表示装置である。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明では、ナノメータサイズの空隙を有する低屈折率の光学薄膜を導入構成し、前記
光学薄膜を通して発光層の出射光を取り出すことにより、通過する波長と同程度の大きさ
の空隙において生じるＭｉｅ散乱光を上部へ取り込んで外部へ取り出すことが可能であり
、従来の素子構成に比べて光取り出し効率を改善できることを見出した。本実施例では、
光取り出し効率を約１.３ 倍向上させ、これにより動作電流を２５％低減し消費電力を
２７％低減させることが可能であった。また本発明における低屈折率の光学薄膜は、光学
的に安定な膜であり、上記の光学的特性が安定して得られるので、電気的特性の改善にも
有効に作用する効果があった。また、本発明に適用した光学薄膜は、水分を吸収する吸湿
性に富み、かつ局所的な電荷の蓄積のない帯電防止性があり、耐環境性に優れた膜である
ので、有機ＥＬ発光素子を構成する有機膜や電極の劣化を抑制する効果があり、素子の信
頼性向上にも寄与するものであった。
【００３４】
　本発明の光学薄膜は、光学的な反射率や水分等の吸湿性などを調整するために、図３に
示すように、単層だけでなく複数層繰り返した多層の膜とすることもできる。また有機
ＥＬ発光素子の封止基板の両側に、本発明の光学薄膜を構成して、外部光の反射率を低減
した反射防止膜としても活用できる。
【００３５】
　本発明の光学薄膜は、白色の有機ＥＬ発光素子に適用しても有効であり、青色発光素子
に黄橙色の発光層を挿入した場合や青色緑色赤色の三原色の発光層を導入した素子におい
ても効果がある。
【００３６】
　また本発明の実施例では、光学薄膜に関して原料としてシリカＳｉＯ2 の場合を例にし
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て説明したが、光学薄膜は、用途に応じて、原料に用いる材料に関しては、酸化物或いは
窒化物の誘電体絶縁膜からなる材料であればよいので、金属酸化物であるＡｌ2Ｏ3 や
ＴｉＯ2等、金属窒化物ＳｉＮやＡｌＮ等に代表される誘電体材料で構成されている材料
を用いてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明を実施するための具体例を以下に示す。
【実施例１】
【００３８】
　図７（ａ）（ｂ）を用いて、本発明の一実施例を以下に説明する。本実施例では、トッ
プエミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示し、図７（ａ）と（ｂ）により
、本発明で適用した空隙を含有する低屈折率の光学薄膜１７の有無による違いを比較説明
する。
【００３９】
　図７（ａ）（ｂ）において、ガラス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する
基板８の上に、ＬｉＦ／ＡｌＮｄ電極９，電子輸送有機層１０，発光有機層１１，正孔輸
送有機層１２，正孔注入有機層１３を蒸着し、インジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明
電極１４の各パターンを形成する。その後、封止ガラス板１５上に、シリカ分散ゾル，コ
ロイダルシリカ及びアルコールを原料に用いて、ナノメータサイズの空隙を含有する光学
薄膜層１７を形成した封止板を準備しておく。この際、光学薄膜中には、可視光波長程度
以下のナノメータサイズの空隙が存在するように設定し、屈折率は１.３ 以下の値であり
１.０９から１.３の範囲に設定してある。光学薄膜の膜厚は、発光層の発光スペクトルピ
ークを中心として、中心波長λとすると、λ／４程度の膜厚を設定した。次に、図７(ａ)
では、前記光学薄膜を形成していない封止ガラス板１５を準備し、封止シール剤１６によ
り固定する。図７（ｂ）では、前記光学薄膜をＩＺＯ透明電極１４に対向させ接するよう
にして、有機ＥＬ発光素子を閉じ込めるため、前記光学薄膜を形成した封止ガラス板１５
を封止シール剤１６により固定する。図７（ｂ）において、ナノメータサイズの空隙を含
有する光学薄膜層を素子構成に導入した本実施例の有機ＥＬ発光素子を作製した。これに
より、有機層や電極を全く同一にして同時に蒸着した有機ＥＬ発光素子において、素子特
性を比較することにより、本発明の光学薄膜の有る素子での効果を明確にできるようにし
た。
【００４０】
　本実施例の光学薄膜を設けた図７（ｂ）の構成により、以下に示す特性の改善及び効果
を得ることができた。まず本実施例で用いた光学薄膜では、可視光波長以下で図２に示す
ように１５０ｎｍ以下の膜を設定し、屈折率を１.２０から１.２５の範囲に設定した。こ
の光学薄膜を評価すると、反射率は３－４％であり透過率は９６－９７％を得た。これに
対して、封止ガラス基板を評価すると、反射率は８－９％であり透過率は９１－９２％で
あった。この光学薄膜は、低屈折率であるため、反射防止膜としても適用でき、透過率の
割合としては１.０７ 倍大きくできることになる。さらに、この光学薄膜は、透過強度を
大きくできるだけでなく、ナノメータサイズの空隙を含有するので、Ｍｉｅ散乱光を生じ
散乱光の一部を外部へ取り出すことに有効に働くことになる。以下に評価結果をもとに、
素子の光取り出し効率を算出し、素子の動作電流や消費電力を低減するのに有効であるこ
とを実験結果により示す。図８には、それぞれの素子における発光輝度と注入電流の関係
を示す。ナノメータサイズの空隙を含有する前記光学薄膜を有する素子では、光学薄膜の
無い素子に比べて高い発光輝度を達成でき、電流が２ｍＡのとき発光輝度は３３％向上し
ていた。ここで両方の素子において、電流電圧特性は全く同じ特性を示していた。これに
基づいて、同じ印加電圧及び同じ注入電流において、前記光学薄膜を有する素子は、光学
薄膜の無い素子に比べて、高い発光効率を有していると結論付けられる。図９に示す電流
効率と注入電流密度の関係で見ると、電流効率は全体の電流密の範囲にわたって３０％以
上の改善が見られていることが判った。また両方の素子において、同じ注入電流時に発光
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スペクトルを測定し、両者の違いについて評価した。図１０に示す発光スペクトルにおい
て比較を行うと、光学薄膜を有する素子ではスペクトルピークが多少長波長へシフトして
いることが見られているものの、全体的なスペクトル形状の観察では特異な干渉の影響は
ないことが判った。
【００４１】
　図１１，図１２及び図１３では、前項で説明した発光輝度電流特性や素子の動作電流及
び消費電力に対する光取り出し効率の依存性を示し、それぞれ図４，図５及び図６の計算
結果に対比させて、測定評価した実験結果を掲載した。図１１では、まず光学薄膜の無い
素子に対して、光取り出し効率の基準となる２０％に設定してフィッティングした。この
結果をもとに、光学薄膜の有る素子に対して、光取り出し効率に依存する発光輝度電流特
性から光取り出し効率を相対的に算出した。図１１の結果から、本光学薄膜を適用した有
機ＥＬ発光素子は光取り出し効率を２６％に向上でき、本実施例の素子において１.３ 倍
の改善効果を引き出すことができることを見出した。図１２と図１３では、素子を1000cd
／ｍ2 の発光輝度で動作させたときを想定し、光取り出し効率と共に相対動作電流と相対
消費電力をプロットした。これにより、実験評価した素子において、光学薄膜の有無によ
る違いがどのように現れるかを調べた。図１２と図１３において、光学薄膜を有する素子
では、動作電流の値を相対的にプロットした結果、動作電流を２５％低減でき、消費電力
を２７％低減できることが判った。これにより、図１１，図１２及び図１３に示した実験
結果が計算結果とよい一致を見出すことができたので、光取り出し効率の向上がどれだけ
注入電流や消費電力に効果があるかを定量的に算出することが可能となった。
【００４２】
　さらに本実施例で示した光学薄膜は、表面から水分を吸収し吸湿性に富み、有機ＥＬ発
光素子の封止雰囲気中にある水分をゲッタリングする機能を有する膜であること、かつ表
面抵抗率が１０10－１０11Ω／cm2 の低い値であるため高い帯電防止性を有している特徴
を有する。通常の絶縁膜では表面抵抗率が１０15－１０16Ω／cm2 の高い値であるため、
吸収したイオンの電荷が局在化しやすく、吸収できるイオン濃度も飽和しやすい傾向にあ
ったが、本実施例で示した光学薄膜は、局所的な電荷が蓄積し難い膜であり、吸収イオン
濃度の飽和レベルの高い膜であることが特徴である。本発明の光学薄膜は、上記のように
耐環境性に優れるので、水分等に影響され変質しやすい有機膜や電極の劣化を抑制する効
果があり、素子の信頼性を確保するために重要な役割を果たす膜である。
【００４３】
　本発明の光学薄膜は、光学的な反射率や水分等の吸湿性などを調整するために、目的や
仕様に応じて、単層だけでなく複数層繰り返した多層の膜とすることもできる。また有機
ＥＬ発光素子の封止基板の両側に、本発明の光学薄膜を構成して、外部光の反射率を低減
した反射防止膜としても活用できる。
【００４４】
　本実施例では、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素子において、発光層からの出射
光を光学薄膜に通過させることによって散乱光を取り出し、光学薄膜の無い場合に比べて
、電流効率と外部への光取り出し効率を１.３ 倍程度改善できたことを示した。その光取
り出し効率を向上できる割合に基づき、素子の動作電流及び消費電力を低減できる程度を
示した。
【実施例２】
【００４５】
　図１４を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。本実施例でも、トップエミッショ
ン型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示すが、ナノメータサイズの空隙を含有する光
学薄膜の位置を変更して構成した。即ち、実施例１と同様にして、ガラス基板或いは薄膜
トランジスタ素子及び回路を有する基板１８の上に、ＬｉＦ／ＡｌＮｄ電極１９，電子輸
送有機層２０，発光有機層２１，正孔輸送有機層２２，正孔注入有機層２３を蒸着した後
、インジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２４を形成する。その後、シリカ分散ゾ
ル，コロイダルシリカ及びアルコールを原料として、本発明の光学薄膜２５をＩＺＯ透明
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電極上に接して形成する。この際、光学薄膜中には、可視光波長程度以下のナノメータサ
イズの空隙が存在するように設定し、屈折率は１.３ 以下の値であり１.０９から１.３の
範囲に設定してある。光学薄膜の膜厚は、発光層の発光スペクトルピークを中心として、
中心波長λとすると、λ／４程度の膜厚を設定した。次に、有機ＥＬ発光素子を閉じ込め
、封止ガラス板２６を前記光学薄膜に接するように、封止シール剤２７を用いて固定する
。
【００４６】
　本実施例の光学薄膜を構成させることにより、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素
子において、発光層からの出射光を直接光学薄膜に通して、Ｍｉｅ散乱光を上部へ取り出
し、光学薄膜の無い場合に比べて、外部への光取り出し効率を上記実施例１と同程度以上
へ改善できた。さらに、光取り出し効率の向上に伴って、素子の動作電流及び消費電力を
低減できた。
【実施例３】
【００４７】
　図１５を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。本実施例では、ボトムエミッショ
ン型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。図１５において、ガラス基板或いは薄膜
トランジスタ素子及び回路を有する基板２８の上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ
及びアルコールを原料として、ナノメータサイズの空隙を含有する光学薄膜２９を形成し
た。次に、ＩＴＯ透明電極３０，正孔注入有機層３１，正孔輸送有機層３２，発光有機層
３３，電子輸送有機層３４，ＬｉＦ／Ａｌ電極３５を形成する。これにより、前記光学薄
膜をＩＴＯ透明電極に接する形で設定した構成となる。その後、有機ＥＬ発光素子を閉じ
込めるため、封止ガラス板３６を封止シール剤３７により固定する。
【００４８】
　本実施例の光学薄膜を構成させることにより、ボトムエミッション型の有機ＥＬ発光素
子において、発光層からの出射光を直接光学薄膜に通して、Ｍｉｅ散乱光を下部へ取り出
し、光学薄膜の無い場合に比べて、外部への光取り出し効率を上記実施例１と同程度以上
へ改善できた。さらに、光取り出し効率の向上に伴って、素子の動作電流及び消費電力を
低減できた。
【実施例４】
【００４９】
　図１６，図１７及び図１８を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。図１６と図
１７では、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素子により、ディスプレイ表示装置用の
ＲＧＢ画素を形成する。図１６と図１７において、薄膜トランジスタ素子及び回路を有す
る基板３８の上に、ＬｉＦ／ＡｌＮｄ電極３９を設けた後、それぞれＲＧＢ画素を形成す
るためと画素間を分離するためのバンク層４０を形成する。その後、それぞれ実施例１及
び２と同様にして、発光層を赤色緑色青色の波長域に相当するように材料を選択して有機
膜を蒸着し、ＲＧＢ画素を図に示すように設ける。次に、図１６では、実施例１と同様に
して、封止ガラス板４１上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを原料
に用いて、ナノメータサイズの空隙を含有する光学薄膜４２を形成した封止板を準備し、
前記光学薄膜をＩＺＯ透明電極に対向させ接するようにして、有機ＥＬ発光素子を閉じ込
めるため、前記光学薄膜４２を形成した封止ガラス板４１を封止シール剤４３により固定
する。また、図１７では、実施例２と同様にして、ＩＺＯ透明電極上に、ナノメータサイ
ズの空隙を含有する光学薄膜４２を形成し、その後、有機ＥＬ発光素子を閉じ込め、封止
ガラス板４１を前記光学薄膜４２に接するように、封止シール剤４３を用いて固定する。
【００５０】
　さらに、図１８では、ボトムエミッション型の有機ＥＬ発光素子により、ディスプレイ
表示装置用のＲＧＢ画素を形成する。図１８において、薄膜トランジスタ素子及び回路を
有する基板３８の上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを原料として
、ナノメータサイズの空隙を含有する光学薄膜４２を形成した。次に、ＩＴＯ透明電極
４４を形成した後、それぞれＲＧＢ画素を形成するためと画素間を分離するためのバンク
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層４０を形成する。次に、それぞれ実施例３と同様にして、発光層を赤色緑色青色の波長
域に相当するように材料を選択して有機膜を蒸着し、ＲＧＢ画素を図に示すように設ける
。その後、有機ＥＬ発光素子を閉じ込めるため、封止ガラス板４１を封止シール剤４３に
より固定する。
【００５１】
　本実施例では、トップエミッション型或いはボトムエミッション型の有機ＥＬ発光素子
から構成される、それぞれＲＧＢ画素において、発光層からの出射光を光学薄膜に通して
、Ｍｉｅ散乱光を取り出し、光学薄膜の無い場合に比べて、外部への光取り出し効率を実
施例１と同程度以上に改善した。さらに、それぞれＲＧＢ画素の動作電流及び消費電力を
低減できたので、ディスプレイ表示装置での消費電力も低減できる効果を得た。これによ
って、高効率で安定な長期動作の可能な高い信頼性を有するディスプレイ表示装置を構成
できる。
【実施例５】
【００５２】
　図１９を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。実施例１から４までの有機ＥＬ発
光素子をディスプレイ表示装置の画素に適用して、図１９に示すパネル画面４５を作製し
、回路配線４６を通して駆動電源４７によりそれぞれの画素を駆動させた。個々のＲＧＢ
画素では、前記光学薄膜が無い場合に比べて、光取り出し効率が改善し、動作電流及び消
費電力を低減できることにより、ディスプレイ表示装置でも消費電力を低減できる効果を
得た。これによって、長期間安定で高信頼性のディスプレイ表示装置を構成できる。
【実施例６】
【００５３】
　図２０及び図２１を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。本実施例では、本発明
の光学薄膜を導入し、有機ＥＬ発光素子については混色により白色となる発光層を導入し
て素子を構成する。これにより、本発明の光学薄膜を有した白色有機ＥＬ発光素子を液晶
表示装置のバックライトとして適用することができる。
【００５４】
　図２０において、液晶表示装置のパネル４８と本発明の光学薄膜を導入した白色有機
ＥＬ素子パネル５３とを貼り合せた形の表示パネルモジュールを構成する。液晶表示装置
のパネル４８では、両側に偏光板４９Ａと４９Ｂを貼り付けた一対の透明基板５０Ａと
５０Ｂの間に液晶層５１を封止固定柱５２で規定される空間に充填し、液晶層５１に電圧
を印加することにより光透過を制御する液晶表示装置パネル４８を構成してある。本発明
の光学薄膜を導入した白色有機ＥＬ素子パネル５３では、透明ガラス基板５４上に白色有
機ＥＬ層５５を形成し、透明封止板５６を封止シール剤５７で固定することにより、白色
有機ＥＬ素子パネル５３を構成してある。或いは図２１に示すように、本発明の光学薄膜
を導入した白色有機ＥＬ素子パネル５３の構成は、透明封止板５６を取り除き、封止シー
ル剤５７で直接液晶パネルに貼り合せる形をとってもよい。液晶層５１に電界を印加する
ためのスイッチとしての薄膜トランジスタ、及び電圧供給のための配線は省略した。また
カラー表示においては、基板の内側にカラーフィルタを配置することでカラー表示ができ
ることは言うまでも無い。
【００５５】
　本実施例では、白色の有機ＥＬ発光素子をバックライトに用いる構成により、液晶パネ
ルを全面に白色光を照らすことができ、従来にない薄型のバックライト光源装置とそれを
搭載する液晶ディスプレイ表示装置を構成するものである。従来の技術では、白色の無機
発光ダイオード素子を点光源に用いて液晶パネルのバックライトとしているが、光源が点
光源であるため光の拡がりをかせぐために、白色バックライト光源モジュールと液晶パネ
ルの間に一定の距離を有する空間を設ける必要がある。本実施例のように、全面に点灯で
きる白色有機ＥＬ素子パネルを用いることによって、直接液晶パネルと貼り合せることが
でき、白色有機ＥＬ素子パネルと液晶パネルの間に空間を設ける必要が無くなる。従来の
技術では、白色の無機発光ダイオード素子の導波光を用いており、導光板や反射板及び光
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学シートが必要であるために、バックライト光源装置の厚さとしては１.０－２.０mmの厚
さになっている。これに対して、本実施例における図２０の白色有機ＥＬ素子パネル５３
では、０.６－０.９mmの厚さに構成でき、図２１の白色有機ＥＬ素子パネル５３では、
０.３－０.６mmの厚さに構成できる。
【００５６】
　本実施例のように、白色有機ＥＬ発光素子を液晶表示装置のバックライトに用いること
により、従来技術の白色の無機発光ダイオード素子を用いる場合よりも低消費電力にでき
る上に、さらに本発明の光学薄膜を導入することにより、前記光学薄膜が無い場合に比べ
て光取り出し効率の改善ができ、全面における白色の光出力を同じ電流注入においても増
大させることができるので、発光効率や電流効率を増大した素子特性を達成できる。白色
有機ＥＬ発光素子の動作電流及び消費電力を低減できることにより、バックライト光源装
置でも消費電力を低減できるので、携帯電話や情報端末機器及びディジタルビデオカメラ
の装置全体で消費電力を低減できる効果がある。上記により、長期間安定で高信頼性の液
晶表示装置を構成できる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　高効率で低消費電力の有機ＥＬ発光素子や照明，白色発光ダイオード素子や液晶バック
ライト素子などの光源装置及び信頼性が高く視野角の広いディスプレイ表示装置に適用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】（ａ）本発明の基板上低屈折率光学薄膜の断面概略図。（ｂ）本発明における低
屈折率光学薄膜の構造断面電子顕微鏡写真。
【図２】本発明における低屈折率光学薄膜の屈折率と膜厚の関係を示す図。
【図３】（ａ）本発明における低屈折率光学薄膜を有する有機発光素子断面図と発光点か
らの光線追跡を示す図。（ｂ）本発明における低屈折率光学積層薄膜を有する有機発光素
子断面図と発光点からの光線追跡を示す図。
【図４】相対発光輝度電流特性と光取り出し効率の関係に対する計算結果を示す図。
【図５】相対動作電流と光取り出し効率の関係に対する計算結果を示す図。
【図６】相対消費電力と光取り出し効率の関係に対する計算結果を示す図。
【図７】（ａ）本発明の一実施例と比較する低屈折率光学薄膜の無いトップエミッション
有機ＥＬ発光素子断面図。（ｂ）本発明の一実施例における低屈折率光学薄膜を有するト
ップエミッション有機ＥＬ発光素子断面図。
【図８】本発明の一実施例素子における光学薄膜有無と発光輝度電流特性の関係を示す図
。
【図９】本発明の一実施例素子における光学薄膜有無と電流効率電流密度特性の関係を示
す図。
【図１０】本発明の一実施例素子における光学薄膜有無とＥＬ発光スペクトルの関係を示
す図。
【図１１】本発明の一実施例素子における相対発光輝度と光取り出し効率の関係を示す図
。
【図１２】本発明の一実施例素子における相対動作電流と光取り出し効率の関係を示す図
。
【図１３】本発明の一実施例素子における相対消費電力と光取り出し効率の関係を示す図
。
【図１４】本発明の他実施例における低屈折率光学薄膜を有するトップエミッション有機
ＥＬ発光素子断面図。
【図１５】本発明の他実施例における低屈折率光学薄膜を有するボトムエミッション有機
ＥＬ発光素子断面図。
【図１６】本発明の他実施例における低屈折率光学薄膜を有するトップエミッションＲＧ
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【図１７】本発明の他実施例における低屈折率光学薄膜を有するトップエミッションＲＧ
Ｂ有機ＥＬ発光画素断面図。
【図１８】本発明の他実施例における低屈折率光学薄膜を有するボトムエミッションＲＧ
Ｂ有機ＥＬ発光画素断面図。
【図１９】本発明素子による表示装置。
【図２０】本発明の白色有機ＥＬ素子をバックライトに用いた液晶表示装置。
【図２１】本発明の白色有機ＥＬ素子をバックライトに用いた液晶表示装置。
【符号の説明】
【００５９】
　１，４，５４…透明ガラス基板、２，５…空隙を含有する低屈折率光学薄膜、３…ナノ
メータサイズの空隙、６…透明電極、７…有機層、８，１８，２８…ガラス基板或いは薄
膜トランジスタ素子及び回路を有する基板、９，１９，３９…ＬｉＦ／ＡｌＮｄ電極、
１０…電子輸送有機層、１１…発光有機層、１２，２２，３２…正孔輸送有機層、１３，
２３，３１…正孔注入有機層、１４，２４…ＩＺＯ透明電極、１５，２６，３６，４１…
封止ガラス板、１６，２７，３７，４３，５７…封止シール剤、１７，２５，２９，４２
…光学薄膜、２０，３４…電子輸送有機層、２１,３３…発光有機層、３０,４４…ＩＴＯ
透明電極、３５…ＬｉＦ／Ａｌ電極、３８…薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板
、４０…バンク層、４５…パネル画面、４６…回路配線、４７…駆動電源、４８…液晶表
示装置パネル、４９Ａ，４９Ｂ…偏光板、５０Ａ，５０Ｂ…透明基板、５１…液晶層、
５２…封止固定柱、５３…本発明の白色有機ＥＬ素子パネル、５５…白色有機ＥＬ層、
５６…透明封止板。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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